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地域の活性化をカーボンニュートラルで

地方創生

地域資源（再エ
ネ）による経済活

性化、雇用

災害時も
安心

再エネ＋蓄電池で、
停電しない地域

快適な
暮らし

電力料金の節約、暮ら
しの質の向上（断熱な

ど）

⚫ 売電収益の一部を、町
民の家庭用太陽光設
備や断熱リフォームへの
補助、公共施設電球
のLED化の原資に

⚫ 「台風15号」の停電下、
住民が電力使用できた防
災拠点。その温泉施設で
は、周辺住民（800名以
上）へ温水シャワー・ト
イレを無料提供。

（出典：ANN NEWS）

発電の収益を地域還元

台風停電時に活躍

既存産業の収益性向上

⚫ 牧場に営農型太陽光発
電を導入し、牛舎設備の
電力として自家消費するこ
とで、電力コスト削減

脱炭素は目標・目的ではあるが、
同時にツールでもある。
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脱炭素化事業支援情報サイト（エネ特ポータル）

https://www.env.go.jp/earth/earth/ondanka/enetoku/ エネ特ポータル

https://www.env.go.jp/earth/42024_00004.html

令和６年度概算要求資料はこちらから↓

https://www.env.go.jp/earth/42024_00004.html


自治体向け 補助・支援制度



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

「地球温暖化対策推進法」、「地球温暖化対策計画」及び「GX推進戦略」等に基づき行う、地域再エネ導入の取組は、
2030年度46%削減目標の達成と2050年脱炭素社会の実現に貢献しつつ、地域課題を解決し、地域の魅力と質を向上
させる地方創生に貢献する取組として実施することが求められている。地域に根ざした再エネ導入のためには、地方公
共団体が地域の関係者と連携して、地域に適した再エネ設備導入の計画、再エネの導入調査、再エネ促進区域の設定、
持続的な事業運営体制構築、人材確保・育成など多様な課題の解決に取り組むことが不可欠であり、その支援を全国
的・集中的に行う必要がある。

地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入のための計画づくり支援事業

事業イメージ

再エネの最大限の導入と地域人材の育成を通じた持続可能でレジリエントな地域づくりを支援します。

(1)①(2)① 地方公共団体 (1)② 地方公共団体（共同実施に限り民間事業者も対象）

(1)③ 地方公共団体、民間事業者・団体等 (1)④⑤(2)②③(3) 民間事業者・団体等

令和３年度～令和７年度

環境省大臣官房地域脱炭素政策調整担当参事官室 電話：03-5521-9109

■補助・委託対象

地方公共団体等による地域再エネ導入の目標設定・意欲的な脱炭素の取組に関する
計画策定、再エネの導入調査、官民連携で行う地域再エネ事業の実施・運営体制構築、
再エネ促進区域の設定等に向けたゾーニング、事業の持続性向上のための地域人材の
確保・育成に関する支援を行う。
（１）地域再エネ導入を計画的・意欲的に進める計画策定支援

①地域の再エネ目標と意欲的な脱炭素の取組の検討による計画策定支援
②公共施設等への太陽光発電設備等の導入調査支援
③官民連携で行う地域再エネ事業の実施・運営体制構築及び事業の多角化支援
④公共施設等への再エネ導入加速化及び計画策定支援事業
⑤地域脱炭素施策に関する課題解決や横展開に向けた検討

（２）地域共生型再エネ導入促進事業
  ①再エネ促進区域の設定等に向けたゾーニング支援
  ②再エネ促進区域等における地域共生型再エネ設備導入調査支援
  ③促進区域設定手法等のガイド作成・横展開

（３）地域脱炭素実現に向けた中核人材の確保・育成事業
  ①地域脱炭素実現に向けた中核人材育成事業

②地域脱炭素を加速化するための企業・自治体のネットワーク構築事業
③即戦力となる地域脱炭素人材の確保に向けた支援事業

（３）地域脱炭素実現に向けた中核人材の確保・育成事業

2050年脱炭素社会の実現

（１）地域再エネ導入を計画的・意欲的に進める計画策定支援
（２）地域共生型再エネ導入促進事業

※(1)②(3)②は令和４年度～、 (1)④(3)③は令和５年度～、
(2)②は令和６年度～、(1)⑤は令和７年度 

【令和７年度要求額   2,000百万円（758百万円）】

(1)①②③(2)①② 間接補助（定率；上限設定あり）

(1)④⑤(2)③(3) 委託事業



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入のための計画づくり支援事業のうち、
（１）地域再エネ導入を計画的・意欲的に進める計画策定支援

事業イメージ

① 地域の再エネ目標と意欲的な脱炭素の取組の検討による計画策定支援
地域のCO2削減目標や再エネポテンシャル等を踏まえた再エネ目標、区域全体又は各施策の

目標達成に必要となる意欲的な脱炭素の取組、施策の実施方法や体制構築等の検討に関する調
査等を支援するとともに、これらを踏まえた計画策定を支援する。

② 公共施設等への太陽光発電設備等の導入調査支援
公共施設等における太陽光発電設備等の発電量調査や日射量調査、屋根・土地形状等の把握、

現地調査等、太陽光発電その他の再エネ設備の導入に向けた調査検討を支援する。

③ 官民連携で行う地域再エネ事業の実施・運営体制構築及び事業の多角化支援 
地域再エネ事業の事業スキーム、事業性、事業体（地域新電力等）設立に必要となるシステ

ム構築、事業運営体制構築や、地域脱炭素及び地域経済循環に資する多様な事業への多角化に
必要な予備的実地調査等を支援する。

④ 公共施設等への再エネ導入加速化及び計画策定支援事業
ガイドラインを活用した第三者所有モデル等の普及や地方公共団体による計画的な再エネ導

入の促進のための支援ツール等を作成し、地域再エネの導入を加速させる。

⑤ 地域脱炭素施策に関する課題解決や横展開に向けた検討
地球温暖化対策計画の見直しを踏まえつつ、地域脱炭素実現に向けた課題解決や先行的な取

組の横展開等を図るための検討を行う。

2050年脱炭素社会の実現に向け、地域の再エネ目標やその実現に向けた意欲的な脱炭素の取組の検討、公共施設等への

太陽光発電設備等の導入調査の実施による地方自治体の計画策定を支援するとともに、地域の経済・社会的課題の解決

に資する地域再エネ事業の実施・運営体制の構築などを支援することで、地域における再エネの最大限導入を図る。

地域の再エネ目標や脱炭素事業の検討に係る計画策定等を支援します。

①地方公共団体 ②地方公共団体（共同実施に限り民間事業者も対象）

③地方公共団体、民間事業者・団体等 ④⑤民間事業者・団体等

令和３年度～令和７年度 ※(1)②は令和４年度～、④は令和５年度～、⑤は令和７年度

■補助・委託対象

①④⑤計画策定支援・横展開

計画的・段階的な脱炭素への取組へ

現状

目標

出典:長野県ゼロカーボン戦略

②④導入調査支援 ③体制構築支援

①間接補助３／４、２／３（上限800万円） ②間接補助３／４（上限800万円）

③間接補助２／３、１／２、１／３（上限2,000万円） ④⑤委託事業

公共施設等へ
の再エネ導入
可能量調査等

地域再エネ事業の
実施・運営体制の
構築

環境省大臣官房地域脱炭素政策調整担当参事官室 電話：03-5521-9109
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（参考）「地域脱炭素化促進事業」制度の創設（令和４年度～）

地域共生型再エネ（例）

◼ 地方自治体における地域の脱炭素化のためには、地域資源である再エネの活用が必要。その際、地域経済

の活性化や災害に強い地域づくりなど、地域に裨益する再エネ事業とすることが重要。一方、環境影響等の

再エネ事業に伴う地域トラブルも見られるなど、地域における合意形成や環境配慮が課題。

◼ 令和４年度より、地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実行計画制度を拡充し、地域の環境保

全や地域の課題解決に貢献する再エネを活用した「地域脱炭素化促進事業」を推進する仕組みを創設。

• 地域における合意形成が不十分なまま事業に着手

• 安全性が確保されず、自然環境・生活環境への適正な
配慮が不足

迷惑施設と捉えられる再エネ（例）

法面保護工が崩れて流出した事例地域資源を活用した再エネ事業による地域振興 公共施設を活用した再エネ導入

• 適正な環境配慮の確保と、地域の合意形成の推進

• 地域の住民･事業者が、積極的に事業に関与、連携

• 地域経済の活性化、防災などの社会課題の解決に貢献

傾斜地の崩壊が発生したため、
法肩部分の架台が流出した事例

出典：いずれも、地上設置型太陽光発電システムの設計ガイドライン2019年版（NEDO）



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入のための計画づくり支援事業のうち、
（２）地域共生型再エネ導入促進事業

事業イメージ

① 再エネ促進区域の設定等に向けたゾーニング支援
自治体による再エネ促進区域の設定等に向けたゾーニング等の取組（地域の特

性に応じた適正な環境配慮に係る情報収集、自然環境等調査、マップ作成）を支

援する。

② 再エネ促進区域等における地域共生型再エネ設備導入調査支援
再エネ促進区域等において地域共生型再エネ設備を導入するに当たっての調査

検討を支援する。

③ 促進区域設定手法等のガイド作成・横展開
促進区域設定の際の環境配慮や合意形成、ゾーニングの手法等をガイドライン

として取りまとめるとともに、自治体を対象とした研修やネットワークの構築等

を行うことにより、他地域での展開を図る。

2050年脱炭素社会の実現に向け、地域関係者との合意形成を図り、環境に適正に配慮した再エネの導入を最大限促進す

るため、再エネ促進区域の設定に係るゾーニングや地域共生型再エネ設備導入調査等の取組を支援するとともに、全国

での横展開を図るべく、地域の特性等に応じた様々な事例を踏まえつつ、ゾーニングの手法等をガイドラインとして取

りまとめる。

地域共生型再エネの導入促進に向けて、ゾーニングの実施による計画策定支援等を行います。

①地方公共団体 ②③民間事業者・団体等

令和３年度～令和７年度 ※(2)②は令和６年度～

■補助・委託対象

①間接補助 ３／４ （上限2,500万円）

②間接補助 １／２ （上限800万円） ③委託事業

出典：せたな町再生可能エネルギーに係るゾー
ニングマップ（令和５年２月 せたな町）

△陸上風力発電ゾーニングマップ

重ね合わせ

環境保全等に関する情報

地域特性に応じた情報

再エネポテンシャル

①③ゾーニング支援・横展開

②地域共生型再エネ
導入調査支援

事業者

地域主導で地域共生型再エネを誘致

地方公共団体・
協議会

地域が望む再エネ事業の導
入調査 事業化

地域貢献 環境保全

促進区域等の設定

その他

環境省大臣官房地域脱炭素政策調整担当参事官室 電話：03-5521-9109



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共施設への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業

支援対象

間接補助 都道府県・指定都市：1/3、市区町村（太陽光発電又はCGS）：1/2、

市区町村（地中熱、バイオマス熱等）及び離島：2/3

公共施設等※１への再生可能エネルギー設備等の導入を支援し、平時の脱炭素化に加え、

災害時にもエネルギー供給等の機能発揮を可能とする。

設備導入事業として、再生可能エネルギー設備、熱利用設備、コジェネレーションシス

テム（CGS）及びそれらの附帯設備（蓄電池※2、充放電設備、自営線、熱導管等）並びに

省CO2設備（高機能換気設備、省エネ型浄化槽含む）等を導入する費用の一部を補助。

防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策（令和２年12月11日閣議決定）における「災害時に役立つ避難施設防災拠点
の再エネ・蓄エネ設備に関する対策」として、また、地球温暖化対策計画（令和３年10月22日閣議決定）に基づく取組として、地
方公共団体における公共施設等への再生可能エネルギーの率先導入を実施することにより、地域のレジリエンス（災害等に対する
強靱性の向上）と地域の脱炭素化を同時実現する。

災害・停電時に公共施設等へエネルギー供給が可能な再生可能エネルギー設備等の導入を支援します。

【令和７年度要求額 5,000百万円（2,000百万円）】

地方公共団体 PPA・リース・エネルギーサービス事業で地方公共団体と共同
申請する場合に限り、 民間事業者・団体等も可

令和3年度～令和7年度

環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官グループ地域脱炭素事業推進課 電話：03-5521-8233 環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課浄化槽推進室 電話：03-5501-3155

■補助対象

※１   地域防災計画により災害時に避難施設等として位置付けられた公共施設及び公用施設、又は業
務継続計画により災害等発生時に業務を維持するべき公共施設及び公用施設（例：防災拠点・
避難施設・広域防災拠点・代替庁舎など）に限る。

※2 蓄電池としてEVを導入する場合は、通信・制御機器、充放電設備又は充電設備とセットで外部
  給電可能なEVに蓄電容量の1/2×4万円/kWhを補助。

※ 都道府県・指定都市による公共施設等への太陽光発電設備導入はPPA等に限る。

災害時に避難施設として機能を
発揮する市役所庁舎へ太陽光発
電設備・蓄電池・高効率空調機
器を導入。

公立病院へCGS・地中熱利用設
備・高効率照明機器を導入。

○地域防災計画により災害時に避難施設等
として位置付けられた公共施設等

○業務継続計画により、災害等発生時に
業務を維持するべき公共施設等

・再エネ設備
・蓄電池
・CGS
・省CO2設備
・熱利用設備 等

地域のレジリエンス
強化・脱炭素化の取組例

導入

市役所

公立病院

平時にはクーリングシェルター
としても活用。



事業者向け 補助・支援制度



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業
（一部 総務省・農林水産省・経済産業省 連携事業）

事業イメージ

間接補助事業／委託事業（メニュー別スライドを参照）

（１）ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業

（２）設置場所の特性に応じた再エネ導入・価格低減促進事業

（３）離島の脱炭素化等推進事業

（４）新手法による建物間融通モデル創出事業

（５）データセンターのゼロエミッション化・レジリエンス強化促進事業

• オンサイトPPA等による自家消費型の太陽光発電設備や蓄電池の導入・価格低減を進め、ストレージパリティの達成を目指す。

• 新たな手法による再エネ導入・価格低減により、地域の再エネポテンシャルの有効活用を図る。

• デマンド・サイド・フレキシビリティ（需要側需給調整力）の確保により、変動性再エネに対する柔軟性を確保する。

民間企業等による自家消費型・地産地消型の再エネ導入を促進し、再エネ主力化とレジリエンス強化を図ります。

【令和７年度要求額 11,900百万円（新規）】

民間事業者・団体等

メニュー別スライドを参照

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 電話：0570-028-341

■委託・補助先

＊EV・PHVについては、（１）（２）（３）（４）のメニューにおいて、通信・制御機器、
充放電設備又は充電設備とセットで外部給電可能なEV・PHVに従来車から買換えする場合
に限り、蓄電容量の1/2(電気事業法上の離島は2/3)×4万円/kWh補助する。（上限あり）

＊ストレージパリティとは太陽光発電設備の導入に際して、蓄電池を導入しないより
も蓄電池を導入した方が経済的メリットがある状態のこと

ストレージパリティ達成に向けた自家消費型太陽光・蓄電池導入

需要家（企業等） 発電事業者

PV・蓄電池等
設置・運用・保守

電気利用料

設置場所の特性に応じた再エネ導入

建材一体型太陽光 水面型太陽光



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業のうち、
(１) ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業（経済産業省連携事業）

事業イメージ

自家消費型の太陽光発電は、建物でのCO2削減に加え、停電時の電力使用を可能として防災性向
上にもつながり、電力系統への負荷も低減できる。また、蓄電池も活用することで、それらの効果
を高めることができる。さらに、需要家が初期費用ゼロで太陽光発電設備や蓄電池を導入可能なオ
ンサイトPPAという新たなサービスも出てきている。
本事業では、初期費用ゼロでの自家消費型の太陽光発電設備・蓄電池の導入支援、集合住宅・戸

建住宅等への自家消費型太陽光発電設備の導入支援、蓄電池の収益性を高める取組への支援等を通
じ、太陽光発電設備・蓄電池の価格低減を促進しながら、ストレージパリティ（太陽光発電設備の
導入に際して、蓄電池を導入しないよりも蓄電池を導入した方が経済的メリットがある状態）の達
成を目指す。

① ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業【補助】
業務用施設・産業用施設・集合住宅・戸建住宅への自家消費型の太陽光発電設備及び蓄電池

（車載型蓄電池を含む）の導入支援を行う。
※蓄電池もしくは、車載型蓄電池の導入は必須。
※太陽光発電の発電電力を系統に逆潮流しないものに限る（ただし、戸建住宅は逆潮流可）

② ストレージパリティ達成に向けた課題分析・解決手法調査検討事業【委託】
ストレージパリティ達成に向けた課題分析・解決手法に係る調査検討を行う。

• 初期費用ゼロでの自家消費型の太陽光発電設備・蓄電池の導入支援等を通じて、主に蓄電池の価格低減を促進しながらスト

レージパリティを達成し、我が国の再エネの最大限の活用と防災性強化を図る。

初期費用ゼロでの自家消費型太陽光発電・蓄電池の導入支援等により、ストレージパリティの達成を目指します。

民間事業者・団体等

民間事業者・団体等

令和７年度～令和11年度

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 電話：0570-028-341

■委託先及び補助対象

①間接補助事業（太陽光発電設備：定額、蓄電池：定額（上限：補助対象経費の1/3））

②委託事業

オンサイトPPAによる自家消費型太陽光・蓄電池導入

需要家（企業等） 発電事業者

PV・蓄電池等
設置・運用・保守

電気利用料

＊新規で太陽光発電を導入する場合に限り、定置用蓄電池単体での補助
も行う。

＊EV・PHV（外部給電可能なものに限る）をV2H充放電設備とセットで
購入する場合に限り、蓄電容量の1/2×4万円/kWh補助（上限あり）

太陽光発電設備の補助額

業務用施設 産業用施設 集合住宅 戸建住宅

PPA
リース

５万円/kW ７万円/kW

購入 ４万円/kW －



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業のうち、
(２) 設置場所の特性に応じた再エネ導入・価格低減促進事業（一部 農林水産省・経済産業省 連携事業）（1/2）

事業イメージ

① 地域共生型の太陽光発電設備の導入促進事業（補助率1/2）

生物多様性等の自然環境にも配慮し、営農地・水面等を活用した太陽光発電に

ついて、コスト要件（※）を満たす場合に、設備等導入の支援を行う。

② 建物等における太陽光発電の新たな設置手法活用事業（補助額８万円/kW）

駐車場を活用した太陽光発電（ソーラーカーポート等）及び充電設備について、

設備等導入の支援を行う。

③ 窓、壁等と一体となった太陽光発電の導入加速化支援事業（補助率3/5、1/2）

住宅・建築物の再エネポテンシャルを最大限引き出し、太陽光発電設備の導入

を促進するため、窓、壁等の建材と一体型の太陽光発電設備の導入を支援する。

• 再エネポテンシャルを有効活用するため、地域との共生を前提とした上で、設置場所の特性に応じた太陽光発電設備の導入・

価格低減を促進する。

地域の再エネポテンシャルの活用に向けて、新たな手法による自家消費型・地域共生型の再エネ導入を促進します。

民間事業者・団体等

①②③ 令和７年度～令和11年度

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 電話：0570-028-341

■補助対象

①～③間接補助事業（1/2、3/5、定額）

駐車場太陽光（ソーラーカーポート）

営農型太陽光（ソーラーシェアリング） 水面型太陽光

建材一体型太陽光

※①コスト要件

本補助金を受けることで導入費用が最新の調達価格等算定委員会の意見に掲載されてい

る同設備が整理される電源・規模等と同じ分類の資本費に係る調査結果を踏まえて設定

した値を下回るものに限る。



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業のうち、
(２) 設置場所の特性に応じた再エネ導入・価格低減促進事業（2/2）

事業イメージ

④ 再エネ熱利用・工場廃熱利用等の価格低減促進事業（補助率1/3、1/2）

地域の特性に応じた、(a)再エネ熱利用・自家消費型再エネ発電（太陽光発電

除く）、(b)工場廃熱利用、のいずれかに該当する取組に対し、コスト要件

（※）を満たす場合に、設備導入支援等を行う。

⑤ 地域における脱炭素化先行モデル創出事業（補助率3/4、2/3）

熱分野でのCO2ゼロに向けた、複数施設におけるCO2の削減や、地域における

熱融通等を推進する先行的な取組について、その計画策定や設備等導入を支援

する。

⑥ 設置場所の特性に応じた再エネ導入手法の価格低減促進調査検討事業（委託）

設置場所の特性に応じた再エネ導入手法に関する調査検討を行う。

• 地域の特性に応じた、再エネ熱利用、工場廃熱利用等を支援し、価格低減を促進する。

• 2050年カーボンニュートラルの実現を見据え、民生部門電力ゼロに加えた先行モデルとして、熱分野でのCO2ゼロに向けた

モデル創出等を支援し、熱の脱炭素化を推進する。

地域の再エネポテンシャルの活用に向けて、新たな手法による自家消費型・地域共生型の再エネ導入を促進します。

民間事業者・団体等

④⑤⑥ 令和７年度～令和11年度

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 電話：0570-028-341

■委託先及び補助対象

④⑤間接補助事業（計画策定：3/4（上限1,000万円）、設備等導入：1/3、1/2、2/3）

⑥ 委託事業

地熱 バイオマス

温泉熱 工場廃熱

熱分野＆ 寒冷地の脱炭素化へ

再エネ熱等の地域資源の例

※⑤コスト要件

（熱利用）：当該設備のCO2削減コストが従来設備のCO2削減コスト（※過年度の環境省

補助事業のデータ等に基づく）より一定以上低いものに限る。

（発電）：本補助金を受けることで導入費用が最新の調達価格等算定委員会の意見に掲載

されている同設備が整理される電源・規模等と同じ分類の資本費に係る調査結果を踏まえ

て設定した値を下回るものに限る。



お問合せ先：

2. 事業内容

1. 事業目的

■事業形態：

■実施期間：

■ ：

3. 事業スキーム

4. 

② 省CO2型システムへの改修支援事業

脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業（SHIFT事業）

①②③④間接補助事業・⑤委託事業

① 企業間連携による省CO2化推進事業（補助率：1/2、1/3、補助上限：5億円）
大企業等（代表企業）がサプライヤー等の取引先（連携企業）の省CO2化を牽引し、Scope3排出
量の削減を図るモデル的な取組を支援する（２カ年以内）。

② 省CO2型システムへの改修支援事業（補助率：1/3、補助上限：1億円または5億円）
中小企業等におけるCO2排出量を大幅に削減する電化・燃料転換・熱回収等の取組により、CO2排
出量を工場・事業場単位で15%以上又は主要なシステム系統で30%以上削減する設備導入等※を
支援する（３カ年以内）。

※複数事業者が共同で省CO2型設備を導入する取組や既存システムへの設備追加により省CO2化を図る取組を含む

③ DX型CO2削減対策実行支援事業（補助率：3/4、補助上限：200万円）
DXシステムを用いた中小企業等の設備運用改善による即効性のある省CO2化や運転管理データに基
づく効果的な改修設計などのモデル的な取組を支援する（２カ年以内）。

④ 工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業（※継続案件のみ）

⑤ 工場・事業場の脱炭素化に向けた課題分析・解決手法に係る調査検討等（委託）
効果的なCO2削減手法について整理・分析・課題解決の検討を行い、普及促進に向けた取組を行う。

脱炭素経営の国際潮流を踏まえ、個社単位の取組を超えて、企業間で連携してバリューチェーン全体でのCO2排出削減に取り組む先進的なモデルの創

出を目指します。また、エネルギー起源CO2排出量のより少ない設備・システムへの改修を行う事業者を支援し、積極的な省CO2化投資を後押しすると

ともに、支援した知見を普及展開し、省CO2化の浸透を図ります。

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 電話：0570-028-341

民間事業者・団体

令和7年度～令和11年度

【令和7年度要求額 6,860百万円（新規）】

工場・事業場への脱炭素技術等の導入促進により、バリューチェーン全体でのCO2排出削減を加速します。

事業イメージ

補助対象

• 省CO2効果の高い機器の導入促進、
長期間にわたるCO2削減効果を発現

• CO2排出量を毎年度モニタリング
することでCO2削減量を見える化

• 支援実績から優良事例を広く発信

工場・事業場の運用改善をタイムリーに実施し、
CO2削減

データ等を用いて、適正な設備容量への改修計画を策定、
設備更新が図られることでCO2削減

データにより設備稼働の
現状・課題を見える化

① 企業間連携による省CO2化推進事業

複数事業者が同時に省CO2型設備の
導入を図ることで、バリューチェーン全体の
省CO2化を推進

③ DX型CO2削減対策実行支援事業

代表企業 連携企業

補助事業の実施 補助事業の効果

設備導入により
省CO2型システム
へ改修

代表企業とそのScope3にあたる企業が連携



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

お問合せ先：

建築物等のＺＥＢ化・省ＣＯ２化普及加速事業（一部農林水産省・経済産業省・国土交通省連携事業）

事業イメージ

間接補助事業（メニュー別スライドを参照）・委託事業

（１）ＺＥＢ普及促進に向けた省エネルギー建築物支援事業（一部経済産業省連携事業） 

①新築建築物のＺＥＢ普及促進支援事業 ②既存建築物のＺＥＢ化普及促進支援事業

③非住宅建築物ストックの省ＣＯ２改修調査支援事業

（２）ＬＣＣＯ２削減型の先導的な新築ＺＥＢ支援事業（一部経済産業省、国土交通省連携事業）

①ＬＣＣＯ２削減型の先導的な新築ＺＥＢ支援事業

②ＺＥＢ化推進に係る調査・普及啓発等検討事業

（３）国立公園利用施設の脱炭素化推進事業

（４）水インフラにおける脱炭素化推進事業（農林水産省、経済産業省、国土交通省連携事業）

（５）ＣＥ×ＣＮの同時達成に向けた木材再利用の方策等検証事業（農林水産省連携事業）

（６）省ＣＯ２化と災害・熱中症対策を同時実現する施設改修等支援事業（一部国土交通省連携事業）

①業務用施設における省ＣＯ２化・熱中症対策等支援事業

②フェーズフリーの省ＣＯ２独立型施設支援事業

（７）サステナブル倉庫モデル促進事業（国土交通省連携事業）

• 2050年CN実現、そのための2030年度46%減（2013年度比）の政府目標の早期達成に寄与するため、建築物等に

おけるZEB化・省CO2改修の普及拡大により脱炭素化を進める。

• 外部環境変化への適応強化を進め、平時における利用者の「ウェルビーイング／高い生活の質」の実感につなげると

ともに、フェーズフリー等の技術を取り入れ、建築物のレジリエンス向上の同時実現を目指す。

業務用施設のＺＥＢ化・省ＣＯ２化の普及加速に資する高効率設備導入等の取組を支援します。

【令和７年度要求額 10,000百万円（4,719百万円）】

地方公共団体、民間事業者・団体等

メニュー別スライドを参照

■補助対象

ZEBの普及拡大

施設の省CO2化と災害・熱中症対策／サステナブル倉庫普及

省CO2独立型
施設のイメージ

クーリングシェルターの
イメージ

サステナブル倉庫
のイメージ

環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室 ほか 電話：0570-028-341



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

お問合せ先：

補助対象等

業務用施設のZEB化普及促進に資する高効率設備導入等の取組を支援します。

環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室、住宅・建築物脱炭素化事業推進室 電話：0570-028-341

延べ面積
補助率等

新築建築物 既存建築物

2,000㎡
未満

『ZEB』 1/2
Nearly ZEB 1/3
ZEB Ready 対象外

『ZEB』 2/3
Nearly ZEB 2/3
ZEB Ready 対象外

2,000㎡～
10,000㎡

『ZEB』 1/2
Nearly ZEB 1/3
ZEB Ready 1/4

『ZEB』 2/3
Nearly ZEB 2/3
ZEB Ready 2/3

10,000㎡
以上

『ZEB』 1/2
Nearly ZEB 1/3
ZEB Ready  1/4
ZEB Oriented 1/4

『ZEB』 2/3
Nearly ZEB 2/3
ZEB Ready 2/3
ZEB Oriented 2/3

①新築建築物のＺＥＢ普及促進支援事業（経済産業省連携事業）

②既存建築物のＺＥＢ化普及促進支援事業（経済産業省連携事業）

ZEBの更なる普及拡大のため、新築／既存の建築物ZEB化に資するシステム・設備機器等
の導入を支援する。

◆補助要件：ZEBの基準を満たすと共に、計量区分ごとにエネルギーの計量・計測を行い、
データを収集・分析・評価できるエネルギー管理体制を整備すること。需要側設備等を通
信・制御する機器を導入すること。新築建築物については再エネ設備を導入すること。ZEB
リーディング・オーナーへの登録を行い、ZEBプランナーが関与する事業であること 等。

◆優先採択：以下に該当する事業については優先採択枠を設ける。
・補助対象事業者が締結した建築物木材利用促進協定に基づき木材を用いる事業
・CLT等の新たな木質部材を用いる事業 等。
◆採択時優遇：建材一体型太陽電池を導入する事業 等。

③非住宅建築物ストックの省ＣＯ２改修調査支援事業
既存建築物ストックの省CO2改修によるZEBの達成可能性・省CO2効果についての調査を
支援する。

◆補助要件：ZEBプランナーの関与、BEIの算出、技術や設計手法、費用等のデータの提供・
公開 等。

• 一度建築されるとストックとして長期にわたりCO2排出に影響する建築物分野において、建築物のZEB化の普及拡大

を強力に支援することで2050年のカーボンニュートラル実現に貢献する。

• 外部環境変化への適応強化を進め、平時における利用者の「ウェルビーイング／高い生活の質」の実感につなげると

ともに、フェーズフリー等の技術を取り入れ、建築物のレジリエンス向上の同時実現を目指す。

建築物等のＺＥＢ化・省ＣＯ２化普及加速事業のうち、

（１）ＺＥＢ普及促進に向けた省エネルギー建築物支援事業（一部経済産業省連携事業）

間接補助事業

地方公共団体※1、民間事業者・団体等※2■補助対象

令和５年度～令和10年度

※1 ①②について、都道府県、指定都市、中核市及び施行時特例市を除く。（①②2/3～1/4（上限3～５億円）③1/2（上限100万円））
※2 ①②について、延べ面積において新築の場合10,000㎡以上、既存の場合

2,000㎡以上の建築物については民間事業者・団体等は対象外。



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 補助事業のイメージ

• 建築物分野において、2050年の目指すべき姿（ストック平均でZEB基準の水準の省エネルギー性能※の確保）を達成するためには、CO2削減

ポテンシャルが大きい既存建築物への対策が不可欠。

• 外皮の高断熱化と高効率空調機器等の導入加速を支援することにより、価格低減による産業競争力強化・経済成長と、事務所や教育施設など

を含む建築物からの温室効果ガスの排出削減を共に実現し、更に健康性、快適性など、ウェルビーイング／くらしの質の向上を図る。

既存業務用施設の脱炭素化を早期に実現するため、外皮の高断熱化及び高効率空調機器等の導入を支援します。

令和５年度～
※ ZEB基準の水準の省エネ性能：一次エネルギー消費量が省エネルギー基準から

用途に応じて30％又は40％程度削減されている状態。

省エネルギー基準から、用途に応じて30％又は40％程度以上削減

外皮の高断熱化

断熱窓

高効率空調機器等の導入

照明空調

STEP1

STEP2

断熱材

■委託先及び補助対象

【令和７年度要求額  26,613百万円（令和５年度補正予算額11,100百万円）】
※３年間で総額34,373百万円の国庫債務負担

業務用建築物の脱炭素改修加速化事業（経済産業省・国土交通省連携事業）

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室／住宅・建築物脱炭素化事業推進室 電話：0570-028-341

既存建築物の外皮の高断熱化及び高効率空調機器等の導入を促進するため、設備補助を行う。

○主な要件：改修後の外皮性能BPIが1.0以下となっていること及び一次エネルギー消費量が省

エネルギー基準から用途に応じて30％又は40％程度以上削減されること（ホテ

ル・病院・百貨店・飲食店等：30%、事務所・学校等：40%）、BEMSによるエ

ネルギー管理を行うこと 等

○主な対象設備：断熱窓、断熱材、高効率空調機器、高効率照明器具、高効率給湯機器 等

・設備によりトップランナー制度目標水準値を超えるもの等、一定の基準を

満たすものを対象とする。

・一定の要件を満たした外部の高効率熱源機器からエネルギーを融通する

場合は、当該機器等も対象とする。

○補助額：改修内容に応じて定額（補助率1/2～1/3相当） 等

給湯

地方公共団体、民間事業者・団体等

間接補助事業



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

お問合せ先：

商用車の電動化促進事業（経済産業省、国土交通省連携事業）

事業イメージ

間接補助事業（補助率：差額の2/3、本体価格の1/4等）

• 運輸部門は我が国全体のCO2排出量の約２割を占め、そのうちトラック等商用車からの排出が約４割であり、2050年カーボン
ニュートラル及び2030年度温室効果ガス削減目標（2013年度比46％減）の達成に向け、商用車の電動化（BEV、PHEV、FCV
等）は必要不可欠である。

• このため、本事業では商用車（トラック・タクシー・バス）の電動化に対し補助を行い、普及初期の導入加速を支援すること
により、価格低減による産業競争力強化・経済成長と温室効果ガスの排出削減を共に実現する。

2050年カーボンニュートラルの達成を目指し、トラック・タクシー・バスの電動化を支援します。

【令和７年度要求額  44,400百万円（令和5年度補正予算額 40,900百万円）】

民間事業者・団体、地方公共団体等

令和５年度～

環境省 水・大気環境局 モビリティ環境対策課 脱炭素モビリティ事業室 電話：03-5521-8301

■補助対象

補助対象車
両の例

【トラック】補助率：標準的燃費水準車両との差額の2/3 等

EVトラック/バン FCVトラック

※本事業において、上述の車両と
一体的に導入するものに限る

EVタクシー FCVタクシー

【タクシー】補助率：車両本体価格の1/4 等

PHEVタクシー

【充電設備】補助率：本体価格の1/2 等

EVバス FCVバス

【バス】 補助率：標準的燃費水準車両との差額の2/3 等

補助対象車
両の例

補助対象車
両の例

補助対象設
備の例

充電設備

本事業では、商用車（トラック・タクシー・バス）の電動化（BEV、PHEV、

FCV等※）のための車両及び充電設備の導入に対して補助を行うことにより、

今後10年間での国内投資を呼び込み、商用車における2030年目標である８

トン以下：新車販売の電動車割合20～30％、8トン超：電動車累積5000台先

行導入を実現し、別途実施される乗用車の導入支援等とあわせ、運輸部門全

体の脱炭素化を進める。また、車両の価格低減やイノベ－ションの加速を図

ることにより、価格競争力を高める。

具体的には、省エネ法に基づく「非化石エネルギー転換目標」を踏まえた

中長期計画の作成義務化に伴い、BEVやFCVの野心的な導入目標を作成した

事業者や、非化石エネルギー転換に伴う影響を受ける事業者等に対して、車

両及び充電設備の導入費の一部を補助する。

※BEV：電気自動車、PHEV：プラグインハイブリッド車、FCV：燃料電池自動車
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ゼロ北ハンドブック

・７つの地方支分部局（総合通信局、農政事務所、森林管理
局、開発局、運輸局、環境事務所）＋北海道庁の脱炭素関
連補助施策が１冊に。

・機関別ではなく、やりたいことから事業検索が可能な構成。

http://hokkaido.env.go.jp/earth/post_143.html

ゼロ北ハンドブック

（目次） （事業紹介ページ）

目次から
やりたい事業
を検索！



人材支援



（参考）専門人材の地方公共団体への派遣制度等比較表＜脱炭素＞

脱炭素まちづくり
アドバイザー制度

GXアドバイザー

概要 地域脱炭素に取り組む地方公共団体に対し、地域脱炭素
に関する専門的な知見を有するアドバイザーを派遣する
制度。

地域脱炭素に取り組む地方公共団体に対し、アドバイ
ザーを派遣する。
※地方公共団体の経営・財務マネジメント強化事業の一
分野

派遣元 地方公共団体職員、事業者等。 地方公共団体職員、事業者等

派遣先 地方公共団体（都道府県、市町村、特別区、一部事務組
合または広域連合）

地方公共団体

派遣回数・期間 半年程度以内に、スポット型（対面派遣１回と事前事後
のオンラインMT２回）または伴走型（対面派遣２回と
オンラインMT４回）

年度内に最大５回までの派遣

財政措置の有無 アドバイザーへの謝金・旅費は環境省が負担 アドバイザーへの謝金・旅費は地方公共団体金融機構が
負担

公募時期採択数 2024年度は4月と７月に公募
計80件を採択予定

2024年度は計４回公募予定。

所管 環境省大臣官房地域政策課地域循環共生圏推進室
03-5521-8328

総務省地域力創造グループ
地域政策課
03-5253-5523



（参考）専門人材の地方公共団体への派遣制度等比較表＜全般＞

地方創生人材支援制度 企業版ふるさと納税
（人材派遣型）

地域活性化起業人 地域力創造アドバイ
ザー

概要 国家公務員、大学研究者、民
間企業社員等の総合的又は専
門的な知見を有する人材を副
市町村長や幹部職員、アドバ
イザー等として地方公共団体
に派遣し、ノウハウを活かし
て地方創生を推進する制度
地方公共団体からの派遣受入
の希望申請に基づき、各省庁、
大学、民間企業と地方公共団
体とのマッチングを支援

地方公共団体が行う地方創生
の取組に対して、企業が寄附
した場合に法人関係税を軽減
する企業版ふるさと納税の仕
組みを活用して、当該寄附企
業が専門的知識・ノウハウを
有する人材を派遣することを
促進する制度

地方公共団体が、三大都市圏
に所在する民間企業等の社員
を一定期間受け入れ、そのノ
ウハウや知見を活かしながら
地域独自の魅力や価値の向上
等につながる業務に従事して
もらい、地域活性化を図る取
組を特別交付税措置により支
援する制度

地域力を高めようとする市町
村が、地域活性化の取組に関
する知見やノウハウを有する
外部専門家を招聘し、指導・
助言を受けながら取組を行う
場合の外部専門家に関する情
報提供をする制度。また、招
聘に必要な経費に関して特別
交付税措置が受けられる制度

派遣元 国家公務員、大学研究者、民
間企業・団体

民間企業・団体 三大都市圏に所在する民間企
業・団体

先進自治体、民間専門家
（地域人材ネット登録者）

派遣先 国家公務員：原則人口10万人
以下の市町村
大学研究者・民間専門人材：
指定都市を除く市町村

地域再生計画の認定を受けた
道府県・市町村等

①三大都市圏外の市町村
②三大都市圏内の市町村のう
ち、条件不利地域を有する市
町村、定住自立圏に取り組む
市町村及び人口減少率が高い
市町村

①三大都市圏外の市町村
②三大都市圏内の市町村のう
ち、条件不利地域を有する市
町村、定住自立圏に取り組む
市町村及び人口減少率が高い
市町村

派遣期間 国家公務員：原則２年間
大学研究者・民間専門人材：
原則半年～２年間

原則制限なし 半年以上３年以下 最大３年間
（市町村外在住の外部専門家
を年度内に延べ１０日以上又
は５回以上招へいした場合、
特別交付税措置）

財政措置の
有無

なし なし（企業の寄附につき法人
関係税控除）

特別交付税措置 特別交付税措置

所管 内閣府地方創生推進事務局
03-6257-1413（環境担当）

内閣府地方創生推進事務局
03-6257-1421

総務省地域力創造グループ地
域自立応援課

総務省地域力創造グループ
人材力活性化・連携交流室



金融機関との連携
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株式会社脱炭素化支援機構について
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ゼロ北メーリス

・興味ある補助金は見つかったが、まだ公募開始していないようだ

・通常業務で忙しく、公募情報を追いかけるのが手間である

件名を以下のとおり御記入の上、メールにて「氏名」「所属」
「登録を希望するメールアドレス」をお知らせください。

【登録メールの送付先】
送信先：CN-HOKKAIDO@env.go.jp
【件名】
地方自治体の方：
～ゼロ北メーリス（地方自治体向け）登録希望

民間事業者の方：
～ゼロ北メーリス（民間事業者向け）登録希望

※ 登録には、メール受付後通常1日～2日かかりますので御了承ください。
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おわりに

脱炭素に関して、
お気軽に地方環境事務所までお問合せください！

北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室
電話：011-299-2460
メールアドレス：CN-HOKKAIDO＠env.go.jp

いろんな分野にまたがっていて、
どこに相談したらいいかわから
ない…

こういう制度があったらいいの
に…

やりたいことに対して、
使える制度が分からない…
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